
幼児教育・保育無償化における国制度の拡充について

～　国制度（３～５歳児）の概要　～

児童福祉法 学校教育法 認定こども園法

幼稚園保育所 認定こども園

各種学校等0.2%

国・市の無償化制度の適用施設（2019年10月～）

これまで無償化の対象外

95％

【新たな国制度の概要】

地域において重要な役割を果たす施設のうち国基準※を満たす施設を対象とし、対象幼児

１人あたり月額上限20,000円を保護者へ直接給付 ※別添国資料のとおり

外国人学校(朝鮮学校・中華学校等)

国際バカロレア認定校(YMCA)等

認可外保育施設
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各種学校認可外保育施設 森のようちえん

これまで

国無償化対象外

２０２１年度 国が新たな制度 (多様な集団活動事業の利用支援事業)を創設
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１　対象施設

２　実施方法およびスケジュール

既存の市の認可外保育施設教育費給付費の支給の枠組み(利用料の1/2※、月額25,700円を上限)を維持し、

引き続き、こども・子育て支援会議　認可外保育施設教育費補助審査部会において選定後、本市において

決定。※利用料の1/2の額が20,000を下回る場合は、教育費相当額を20,000円として支給

都道府県が認可した各種学校および事業所所在市町村が基準適合施設と認めた施設を対象施設とし、

書面で本市において基準適合審査を行い決定。支給上限額は、月額20,000円

野外保育や自然体験活動を行う、園舎・施

設がない事業形態。(大阪市内にはない)所在

市町村が基準適合審査を行い認めた施設

大阪市における「多様な集団活動事業の利用支援事業」実施案

認可外保育施設

各種学校等

都道府県が認可する「各種学

校」(市内では９施設)のうち国

の示す基準を満たす施設

≪各種学校≫ ≪森のようちえん≫≪認可外保育施設≫

既存の本市独自の無償化事業において「一定

の教育の質」を本市が認めた施設(現在:１５

施設))のうち、国の示す基準を満たす施設

令和3年10月下旬 こども・子育て支援会議 審議

令和3年11月～令和4年3月 実施要綱施行→対象施設・保護者に周知→施設からの申請→決定通知→ 保護者からの認定申請

令和4年5月 保護者へ令和３年４月１日に遡って支給。
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